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6高人妻第281号

平成6年12月21日

高知県人事委員会委員蛋
鶴

層jE

藷崇

TTTO ;1_ 1市!Jt

高知県教育長　様

美嚢≡さ
公立学校職長の勤務時間､休日及び休唄の運用について(通知)

公立学校職長の卦蕃時間､休日及び休暇に甫する条例(平成6年高知県

条例景46号)(以下｢条例｣という. )及び公立学校鞍鼻の勤務時間､休

日及び休境に鞘する規則(平成6年高知県人事委員会規則第4 8号)(以下

｢規則｣という. )の運用について下記のとおり定めたので､平成6年

12月21日以降は､これによってください｡

記

第1　特別の形藩によって動者する必要のある職員の遺休日及び動音時間

の割振りの基準尉係

1　任命権者は､条例第5粂第1項の規定による遺休日及び動才時間の

割振りを定める卓合には､割振り単位期間ができる限り多く連続する

ように一括して行うものとする｡

2　条例第5粂第2項ただし書の規定による人事委員会との協鼓は.汰

の事項を記載した文書により､事前に相当の期間をおいて行うものと

する.

(1)協敦の対象となる職長の範囲

(2)条例第5粂第2項本文の定めるところに従うことが困難である理

由

(3)遺体日及び勤務時間の割振りの基準の内容

3　県教育委且会は､条例第5粂第2項ただし書の規定により人事委兵

舎と協議した遭休日及び勤薪時間の割振りについての定めを変更する

L@ A･
場合に臥変丈の内容及び考由を正毅した文書により､人事委員会と

協議するものとする.

4　県教育委員会臥条例第5粂第2項ただし書の規定により人事委負

舎とも鍍した週休日及び勤務時間の割振りについての定めによる必秦

がなくなった場合に臥速やかにその旨を人事委貴会に報告するもの

とする.

第2　週休日の漢書等隣保

1 -の週休日について･規則第3粂第3項に規定する週休日の振替及

び半日勤務時間の割振り変王の双方を行うことができる歩合には､で

きる限り､週休日の振替を行うものとする.

2　週休日の接着を行う境合において､勤蕃することを命ずる必要があ

る日に割り振る勤務時間は､遺休日に変王される勤務日の始業の時刻

から終業の時刻までの時間帯に割り凍るものとする.ただし､これと

異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場

合には､この限りでない.

3　半日勤者時間の割振り変更を行う場合において､執着することを命

ずる必要がある日に割り振る勤巷時間は､当該半日勤務時間の割振り

変王が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間育

の範囲内に割り振るものとする.ただし､これと異なる時間帯に割り

振ることが業務上特に必要であると認められる場合には､この限りで

ない.

4　条例第4粂第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を道休日と定

められている将兵にあっては､規則第6粂第2項に規定する休日に割

り振られている勤薪時間については､できる限り､道休日の振替及び

半日勃凍時間の割振り変文は行わないものとする.

5　規則第3粂第4項のr連捷する勃者時間｣には､休憩時同をはさん

で引き耗く勤務時間が含まれる.

6　週休日の撞菅又は半日勤者時間の封振り変王を行った場合における

規則勇5粂弟2萌の職長-の通知は､次の事項を記載した文書により

行うものとする.ただし､週休日の据菅又は半日勤者時間の割振り変

更により勤寮することを命ずる日の勤務時何帯等の基準をあらかじめ

定め.職長に周知している歩合には､当該事項について記載を省略す
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ることができる.

(1)週休日の振替を行った場合

ア　新たに勤務することを食ずることとなった日並びにその日の

正規の舟券時間､休憩時何及び休息時間

イ　新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容

ウ　週休日に変王した日

(2)半日勤者時間の割振り変更を行った坊合

ア　新たに卦蕃することを命ずることとなった日並びにその日の

正規の教養時間､休憩時間及び休息時間

イ　新たに勤薪することを命ずるこ七となった日の勤務の内容

ウ　動寮時間を割り振ることをやめることとなった日並びにその

日の勤才時間を割り凍ることをやめた後の正規の勤幕時間及び休

息時間

7　道休日の接着及び半日勤蕃時間の封携り変更の内容を明らかにする

決裁文書等は､ 2年間保管するものとする｡

第3　年次有給休暇尉係

1　条例第12粂第1項弟3号の引き続き職員となった者とは､人事交

流等により採用された者及び条例が適用される職員以外の職員から条

例が連用される横長に異動した者をいう.

2　規則第9粂第2項第3号の人事委兵舎が認める法人は､特別の法律

の規定により､国家公募貴通蒋手当法第7条の2の規定の適用につい

て､同条第1項に規定する公庫等頼長とみなされる者を使用する法人

とする.

3　条例第1 2粂第2項の規定により繰り適された年次有給休境がある

職員から年次有給休唄の計求があった歩合は､換り湛された年次有給

休暇から先に計求されたものとして淑り扱うものとする.

第4　薪気体畷国保

1 r労助安全衛生法第68灸の規定に基づく労働省令で定める疾病｣

とは次に掲げるものをいい.勤務することによって病勢が増悪するも

の又は他の糠農に感染若しくは危事を及ぼすおそれのあるものについ

ては､これらにかかっている期間は､就業を禁止しなければならない.

.｢

＼

ただし､ (1)に掲げる疾病にかかっている者について､伝染予防の

措置をした場合杜､この限うでない.

なお､これらの疾病で先業禁止の処分をするときは､医師又は脊生

管理者の意見に従い決定しなければならない.

(1)肩章伝ばのおそれのある伝染性の疾病

(2)精神障害のために､現に自身を傷つけ､または他人に事を及ぼ

すおそれのあるもの

(3)心臓､腎臓､肺等の疾病で労俄のため肩車が著しく増悪するお

それのあるもの

(4)上記に準ずる疾病で､労働大臣が定めるもの

2　｢伝染病予防法第7集の規定に基づく強制収容｣とは

法定1 1種伝染病､厚生大臣の指定する伝染病並びに疑似症及び病

原休保有者で市町村長又は伝染病予防委員に伝染病院､信離病舎､そ

の他適当な場所に収容されることをいう.

(1)法定11種伝染病

コレラ､赤痢(疫痢を含む. ) ､腺チフス､バラチフス､達者､

発疹チフス,獲紅勲､ジフテリア､流行性眉脊髄膜炎､ペスト､

日本脳炎

(2)厚生大臣の指定する伝染病

灰白載炎

(3)疑似症

疑似赤痢

(4)病原件保有者

上記の伝染病の病原件保有者

3　　r前2号に規定するもの以外の疾病又は負傷｣の境合

(1)休早計求の要件

職長が柄気体境を計求する場合必ず医師の診断を受け疾病､負

傷の箆定及び療養休喝の期間の指定を受けなければならない.

(2)休噴泉許の要件

休畷期間が6日を超える坊合は､医師の診断書を徹し. 6日を

適えない場合は診断書等によることはなく医師に指示された期間

を申し出させる毎度をもって東証することができる.
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4　r公務による疾病又は負傷及び通勤による疾病又は角店｣の場令

規?.!J第1 0粂第1萌第3号により医師の指示する最小限度必要とする

期間である.ただし､その期間中地方公寮長法第2 8灸の規定(分限)

による休職を命ずることはさまたげない･

第5　特別休暇関係

1　女子職員の生理休畷

(1) r生竜日において葡薪が著しく菌兼である者jについて

女子職員から生理日の勤薪が田無であるとして休場の耕求があっ

た場合に壮これに啓当させ､特に証明を求める必要はない･

(2)体畷期間

生理のつど生理休境として認められる期間は2日までとし･ 2日

を遭える期r.1については病気体喉とする.

2　職員の分べん

(1)　産前

職長の請求が条件となり､医師等の証明する出産予定日以前8過

同日(多胎妊娠の場合は10遺同日)にあたる日より諌求があれば

出産の日まで就集させてはならない.

(2)産後

産前の場合のように当該横長の許求を条件とするものではなく･

産後8道間は請求の有無を問うことなく就業させてはならない･

(3)出産の範囲

出産は妊娠4か月以上(1か月は28日計算であり4か月以上と

は85日以上のことである｡ )の分べんとし･生産のみならず死産､

流産､妊娠中絶を含むものとする｡

従って.流産､妊娠中籍の場合その日が妊娠4か月以後･産前8

週間以前であれば産前休唱の計求は生じえないが･産後8週間は求

業を蕪止しなければならない.

3 (1㌢;語数芸こ誓霊後溝1品計主につ::I,8:J

民法の一般原則による.従って沸1年の誕生日の前日までとする･

(2) 1日2回1回45分

4 5分は職員が生児に面壊し授乳等のせ昔をするために事する時

間であるが､往復時間IfBJJに与えることが望ましい.

(3)譲求

ア　職員の計求によって与えるものであるが､女子職長については､

計求のない手合も耕捷的に与えることが望ましい.

イ　請求の時間が勃諌時間の始めあるいは終わりであっても与えな

ければならない.

4　父母､配偶者及び子の桑日

(1)神道における条目

10日秦(命日を入れて10日F)

50日秦(命日を入れて50日日)

1年秦(沸1年日の命日)

3年貴く溝2年日の命日)

5年条(帝4年日の命日)

10年秦(清9年日の命日)

20年柔　く沸19年日の命日)

30年秦(溝29年どの命日)

(2)仏教における秦日

49日(命日を入れて49日日)

1周忌(沸1年日の命日)

3回忌(沸2年目の命日)

7回忌(沸6年日の命日)
■

13回忌(溝12年日の命日)

17回忌(溝16年日の命日)

25回忌(溝24年日の命日)

33回忌(清32年日の命日)

50回忌(沸49年日の命日)

(3)キリスト教には特定の秦日はない.

(4)奈りの日は各1日以内とする.

(5)父母とは1親等直系尊属をいう.ただし･姫族の歩合のうち父母

の配偶者であった者の条日について臥その昔の死亡した後に生存

配偶者がガ族関係を終了させる意思を表示しない坊合にのみ休喝が



嘗められる. (民法第728粂東2項､戸井法第96粂)

5　忌引

(1)血族甫係

ア　｢血族｣とは

血紋の連簿があるもの(自然血族)苦しく壮血統の連絡がある

と法律上みなされている着く泣定血族､民法第727条.第80

9粂)であり､兼等の計算は民法棄726灸の規定による. (別

表麓簾田重患)

r法定血族J　とは

養子捷艶による血族国保であり､職員が養子である場合は自然

血族関係(実父母を中心とした血族関係)は紋くとともに､新た

に法定血族的係(養父母を中心とした血族鞘係)が生じ親族敦は､

自然血族と法定血族を合わせた欺となり､多鼓となる.

イ　養子の歩合の血族内孫(2泉等以内の直系尊属を表す. )

祖　　　　父　　　　母

*養父母は必ずしも2人でなく養父､養母いずれか1人の歩合も

ある.

(2)姫族崩係

ア　r姫族｣とは

片瀬により夫婦の一方と他方の血族との同に生ずる親族関係で

ある.

一方の血族と他方の血族とは好漢にはならない.従って職長の

実子の配偶者の血族とは姫族罪保は生ぜず体境は与えられない.

(養子の巷合は養子の卓然血族(美父母､実兄弟等)とも親族的

係は生じない. )

イ　　rl濃等の正系尊属｣とは

定偶者の父母(養父母を含む. )と磯員の父母(養父母を含

む. )の配偶者(職員と血族常係のないもの､すなわち父の後妻､

母の後夫である. )であ`る.

ウ　rl敦等の卑属｣とは

配偶者の子(職員と血族鞘係のないもの.すなわち先夫､先妻

の実子及び配偶者の養子)と職員の子(養子を含む. )の配偶者

である.

エ　r2薮等の正系尊属j　と壮

配偶者の祖父母(配偶者が養子である場合も含む. )と職員の

祖父母の配偶者(職員と血族国保のないもの､すなわち祖父の後

妻､祖母の後天である. )である.

オ　r2鼓等の傍系者J　とは

配偶者の兄弟姉妹と自己の兄弟姉妹の配偶者である.

カ　　r3丑等の傍系尊属｣とは

配偶者の伯叔父母と自己の伯叔父母の配偶者である.

(3)傭考国保

ア　　r代襲相洗J　とは

推定相漢人たる毛布故人の直系卑属又は兄弟姉妹が相洗開始前

に死亡し又はその相洗権を失った場合､その昔の直系卑属がその

昔と同類位においてなす相続であり､孫が父母に代り祖父母の相

故人となる場合と甥軽が父母に代り始点父母の相故人となる場合

である.

イ　　r条具等の永瀬｣とは

民法第8 9 7条の規定によるものであり帝洗制度の趣旨が祖先

の条をなすことにあった最も古い相成制度であり(秦死相款とも

いう. ) ､今日もなおこの制度比慣習として誘っており､いわゆ

る農村の跡取り息子(長男)といわれている番合のように祖先の

仏壇､秦壇等の永瀬を受けたものである.

ウ　rl裳等の直系血族(父母及び子)に準ずるJ　とは

丁で述べたように,職長が父母に代り祖父母の相就人となり桑具

等の東岸を受けた歩合は父母に準じ7日間の休暇を.職鼻が父母

に代り伯叔父母の相成人となり秦具等の禾継を受けた壌合は子に

準じ7日間の休唄を､それぞれ与えてもよいとの意味である.



第6　介蕉休職関係

1　条例第1 5粂第2項の規定は､同条第1萌に規定する日常生活を嘗

むのに支障がある者(以下r要介護者)という. )の介課を必要とす

る状藩が引き就いている同において,介護休暇が1回の遠鉄する3月

の井向内できめられるという巷号である.

2　条例第15粂第2萌のr3月の期何Jは､同額に規定する-の継親

する状藩について初めて介霧休暇の乗露を受けた期間の始まる日を起

算日として‥民法第143灸の例により計算するものとする.

3　規則第13粂第1萌のr同居｣には､職員が要介護者の居住してい

る住宅に泊まり込む境合等を含む.

4　規則第13粂第1萌弟2号の｢人事委兵舎が定めるもの｣仕､次に

掲げる者とする.

(1)父母の配偶者

(2)配偶者の父母の配偶者

(3)子の配偶者

(4)配偽者の子

(5)孫　くその父母のいずれもが死亡している者に取る. )

5　介護休暇の請求は,できるだけ多くの期間について一括して行うも

のとする.

別表

親族図(3親等以内で忌引休屯の与えられ･るもの)

｢血族｣

ト　　　　　_　__.∫

dl　裏

備考

1　数字(一､二､三)は親等数を示す｡

2　日敦は忌引休吸を与え得る最高日数を示す｡

｢場長｣

併　　　　　　某

膚考

l l

併　系

dl　　　　　　系

l　鞍字(一､二､三)は親等数を示す｡敢字を付したものが輯族､数字

の正人のないものは血族

2 (≡)は､職員(自己)の血族{･ない場合

3　8数は忌引休宅を与え得る最高日数を示す


